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政
令
第
二
百
七
十
五
号 

地
域
再
生
法
施
行
令
及
び
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
域
再
生
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
地
域
再
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

地
域
再
生
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
関
す
る
技
術
的
基
準
） 

第
二
十
条　

法
第
十
七
条
の
四
十
六
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第

五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
法
第
十
七
条
の
七
第
四

項
の
施
設
又
は
物
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
同
条
第
二
号
中

「
地
上
に
設
け
る
来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
五
号
中
「
来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
施
設
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
構
造
は
」
と
あ
る
の
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は
「
構
造
は
、
集
会
、
展
示
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除
却

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
建
築
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
、
か
つ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
第
三
号
ロ
中
「
第
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理　

由 

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
特
例
に
係
る
住
宅
団
地
再
生
を
図
る

た
め
に
必
要
な
施
設
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


